
我が国が現在実施している鯨類科学調査と
捕獲可能量の算出

資料４



鯨類科学調査・捕獲可能量算出の実施体制

指定鯨類科学調査法人は、鯨類科学調査計画に係る鯨類
科学調査の実施をすることを業務とする。（法第７条第２
項）

農林水産大臣は、国立研究開発法人水産研究・教育機
構に、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施に
関する業務（指定鯨類科学調査法人が行うもの除く）を行
わせることができる。（法第９条）

鯨類科学調査計画（特に重要と認められる鯨類科学調査の
実施に関する計画（法第６条第１項））に基づく調査

〇 鯨類科学調査（鯨類の持続的な利用のための科学的情報を収集することを目的として行う鯨類に関する
科学的な調査 （法第２条第２項））の実施

指定鯨類科学調査法人 日本鯨類研究所
（研究者 18名）

国立研究開発法人 水産研究・教育機構
（水産資源研究所 水産資源研究センター
広域性資源部 鯨類グループ：研究者４名）

〇 両機関が連携・協力して捕獲可能量を算出 （鯨類の持続的な利用の確保のための基本的な方針第６条）

七 脱退の効力が発生する来年七月から我が国が行う商業捕鯨は、我が国の領海及び排他的経済水域に限定し、南極
海・南半球では捕獲を行いません。また、国際法に従うとともに、鯨類の資源に悪影響を与えないようＩＷＣで採択された
方式により算出される捕獲枠の範囲内で行います。

内閣官房長官談話（平成30（2018）年12月26日）（抄）

⇒ 鯨類の資源に悪影響を与えないようＩＷＣで採択された方式（１９９２年にIWC科学委員会が開発し、
１９９４年にIWCが採択した改定管理方式（RMP: Revised Management Procedure））により算出
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RMPは非常に保守的な管理方式である

捕獲可能量はＲＭＰ（Revised Management Procedure）を用い
て計算。 ＲＭＰは、ひげ鯨類の捕獲可能量を計算するためのコン
ピュータープログラム。1992 年にＩＷＣ科学委員会で開発され、
1994年にＩＷＣ総会で採択。

ＲＭＰでは、以下のプロセスにより、極めて予防的かつ控えめな捕
獲可能量を算出。
①資源量推定値と過去の捕獲量から、捕獲可能量を算出。
②様々な不確実性（推定資源量、系群構造や自然増加率等の想定が
誤っている可能性）を勘案し、膨大なシミュレーションを通じて、
100 年間捕獲を続けても資源に悪影響がないことを確認。

そのため、ＲＭＰで算出される捕獲可能量は、推定資源量の１％未
満となる（他の水産資源に適用されている漁獲可能量は推定資源量
の３～30％程度である）。

また、資源量が初期資源量の 54％を上回っている場合にのみ、捕
獲可能量が算出される（ 一般的な漁業対象魚種に適用すると、ほ
とんどがゼロとなるほど厳しい管理方式である）。

100 年の間に、捕獲以外に、環境の変化（例えば、生息できる鯨
の最大数が半減）、突然の大量死（資源量が半減）などの不測要因
があっても資源が枯渇しないことがＲＭＰの開発過程で確認済。

６年おきに最新データ（例：資源量推定値）を取り込み捕獲可能量
を再計算。

水 産 庁（HP）資料・令和元年７月

・資源量推定値が無い海域（未調査海域）は捕獲可能量はゼロ

・資源量推定値が古くなると、捕獲可能量が減少（10年経過で毎
年２割、捕獲可能量が定量で減少）

・資源量推定値の信頼区間を考慮して捕獲可能量を算出するため、
調査日数の減少等により精度が下がると、信頼区間が広がり、捕
獲可能量は減少

・系群構造情報の収集は、不確実性低減につながり、結果として、
捕獲可能量は増加（不確実性が高いと保守的な捕獲可能量にな
る）

鯨類科学調査結果を用いた捕獲可能量の算出

捕獲可能量の維持・拡充には、資源量及び
系群構造調査の継続が不可欠
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＜捕獲可能量の算出方法＞

＜RMPによる捕獲可能量算出の特性＞



①資源量推定値
調査水域内で、ジグザク型の調査コースを航行し、

その間に発見した鯨の頭数と調査した距離を基に、統
計処理により資源量を推定（資源量推定手法（目視調
査）についてIWC科学委員会がガイドラインを作成）

② 系群構造
バイオプシー皮膚標本（DNA情報）や衛星標識装

着（回遊経路）により系群構造を把握

③ その他
写真撮影（個体識別）により系群構造解析を補完

鯨類目視調査による資源量及び系群構造調査
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⇒ 資源量推定値はＲＭＰによる捕獲可能量計算に必須。
系群構造は、不確実性の低減に必須（例：系群構造の不確

実性によりイワシクジラの捕獲枠は174頭から25頭に縮小）



我が国が実施する鯨類科学調査
〇 以下の意義・目的を達成するために、鯨類科学調査を実施

・主として鯨類の持続的な利用が確保されるように捕鯨業を実施するために必要な科学的知見を得ること。
⇒ 鯨類の資源量（個体数、系群構造等）、資源動向など。
⇒ 捕獲可能量の算出等に利用。

・鯨類の持続的な利用の確保に関わる国際協力（国際機関等への調査分析結果の提供、国内外の調査研究機関との連携）
⇒ IWCへの調査結果の提供や共同調査のほか、科学的データが不足している太平洋中央部や南極海における鯨類

資源の調査（日本海は中露等外国EEZの調査ならびに資源量推定値算出が困難なため優先順位が低い）

〇 我が国が現在実施している鯨類科学調査
＜北太平洋での調査＞
（１）北太平洋鯨類資源調査（JASS-NP）

ミンククジラ、ニタリクジラ、イワシクジラの捕獲枠設定に利用

（２）日露共同オホーツク海鯨類目視調査
ミンククジラの捕獲枠設定に利用

（３）IWC/日本共同北太平洋鯨類目視調査（IWC-POWER）
国際機関を通じた大型ヒゲクジラ調査研究への貢献

（４）捕鯨業によって捕獲された鯨体の生物調査（性別、年齢等）
ミンククジラ、ニタリクジラ、イワシクジラの捕獲枠設定に利用

（５）寄鯨調査（性別、年齢等）
ミンククジラ、ニタリクジラ、イワシクジラの捕獲枠設定に利用

＜南極海での調査＞
（６）南極海鯨類資源調査（JASS-A）

国際機関並びに国内外の調査研究機関との連携

北太平洋

南極海
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我が国が現在実施している鯨類科学調査の詳細
調査名 主な目的 実施海域 主な方法 その他

1
北太平洋における鯨類資源に関

する調査
北太平洋における大型・小型鯨類の系群構造の把握、
その資源量推定等のために必要な科学的情報の収集

北太平洋

・目視調査　　　　　　　　・
バイオプシーサンリング
・標識装着
・写真撮影 等

2
日露共同オホーツク海鯨類目視

調査
オホーツク海等におけるミンククジラ等の分布、密度

等の把握のために必要な科学的情報の収集
オホーツク海及び周辺

海域
・目視調査　　　　　　　　・
写真撮影等

ロシアとの共同調査。具体
的な調査の実施海域及び 調
査方法は、ロシアとの共同
作業部会において決定。

3

IWC/日本共同北太平洋鯨類目視
調査（IWC-POWER：IWC-
Pacific Ocean Whale and
Ecosystem Research）

北太平洋海域における大型鯨類の資源状況の解明等に
必要な科学的情報の収集

北太平洋

・目視調査
・バイオプシーサンリング
・標識装着
・写真撮影
・音響調査
・海洋観測調査等

ＩＷＣとの共同調査。具体
的な調査の実施海域及び調
査方法は、ＩＷＣ科学委員
会及び関連する作業部会に
おいて決定。

4 北太平洋における鯨類鯨体調査
北太平洋における大型・ 小型鯨類の系群構造、年 齢組
成、繁殖生態、食性等の把握のために必要な試料等科

学的情報の収集
北太平洋

・捕鯨業によって捕獲された個
体、捕鯨業以外の漁業によって
偶発的に捕獲された個体又は座
礁若しくは漂着した個体からの
標本収集等

5 寄鯨調査
鯨類資源管理を補完するため、我が国海岸などに座礁

したクジラから生物学的な試資料を収集
日本沿岸

・座礁した鯨体から鯨種、体
長、性別、外部形態、年齢など
を目標とし、鯨体の損傷度合い
に応じて可能な限り採集する

6

南極海鯨類資源調査（JASS-A：
Japanese Abundance and

Stock- structure Surveys in
the Antarctic）

南極海における大型鯨類に関する資源量推定、分布・
回遊・系群構造の推定等に必要な科学的情報の収集

南極海等

・目視調査　　　　　　　　・
バイオプシーサンリング
・標識装着
・写真撮影・海洋観測調査等
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①調査概要

・ミンククジラ、ニタリクジラ、イワシクジラの資源量推定値と系群情報を得ることを
目的として、調査時期、海域、調査船数、人員等を考慮し、広大な海域を複数年で
カバーする。

・調査手法はIWCガイドラインに準拠。

②調査結果概要（令和４年度実績）

・総探索距離： 8,341浬

・主な発見鯨種： ニタリクジラ274頭、ミンククジラ172頭、ナガスクジラ165頭、
ザトウクジラ62頭、イワシクジラ44頭、シロナガスクジラ3頭、
セミクジラ1頭

・その他の調査： バイオプシー皮膚標本30個体分、衛星標識装着31個体

③調査結果の活用

・調査結果を用い資源量推定値や系群構造を解析し、ミンククジラ、ニタリクジラ、イワ
シクジラの捕獲可能量算出に利用（捕獲可能量算出には、IWC-POWERの結果も活用）

・調査結果は、IWC科学委員会をはじめとする国際機関へ報告。

④今後の調査計画

・３鯨種の捕獲枠更新計画に基づき、６年ごとに資源量推定値を更新できるように海域等
を設定。

SG-MR（ Steering Group - Management of Researchの頭文字、
和称：捕鯨調査管理グループ）資料（未発表）

鯨類科学調査の各調査について
（１）北太平洋鯨類資源調査（JASS-NP）

調査海域と調査年（第１期）

調査海域と調査年（第２期）
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①調査概要

・ミンククジラの夏季の主要な回遊海域であるオホーツク海において捕獲枠算出に
必要な情報を得ることを目的に2015年から実施。

・外国船向け制限海域やロシア領海内で調査をするためロシア調査船により実施。

・調査はIWCガイドラインに準拠した方法で実施。

②調査結果概要

・2015~2022年でオホーツク海の約92％をカバー（右図）。

・総探索距離（7年間）： 約9,000浬

・主な発見鯨種： ナガスクジラ164頭、ミンククジラ99頭など

③調査結果の活用

・ミンククジラの資源量を推定し、捕獲可能量算出に活用（捕獲可能量算出に大き
く寄与）。

・調査結果はIWC科学委員会に報告。

④今後の調査計画

・毎年1又は２ブロックを順次調査。

（２）日露共同オホーツク海鯨類目視調査

ロシア調査船（赤丸は観察台）

調査海域（ブロック）と調査年 7



①調査概要

・2010年から日本が調査船と乗組員を提供し、IWCとの国際共同調査として実施。

・IWC科学委員会において関心の高いイワシクジラ、ニタリクジラ、シロナガスクジ
ラ、ザトウクジラ、セミクジラ等の資源量及び系群情報の収集を優先して実施。

・毎年外国研究者が乗船。

②調査結果概要（令和４年度実績）

・総探索距離： 1,065浬

・主な発見鯨種： ナガスクジラ78頭、イワシクジラ27頭、ニタリクジラ３頭、
ミンククジラ３頭。

・その他の調査： バイオプシー皮膚標本16個体、衛星標識装着の成功1個体

③調査結果の活用

・IWC等へのデータ提供による国際貢献等（シロナガスクジラ、セミクジラなどの
希少種に関する情報は特に評価が高い）

④今後の調査計画

・毎年IWC科学委員会で将来計画を策定（北東太平洋を中心に継続的な調査を実施）

（３）IWC/日本共同北太平洋鯨類目視調査
（IWC-POWER）

調査海域と調査年

イワシクジラの発見位置

ニタリクジラの発見位置 8



①調査概要

・日本のEEZ内における基地式捕鯨、母船式捕鯨で捕獲された鯨体の生物調査を
実施。

・捕獲可能量算出に有用な情報（性別、体長、年齢、遺伝情報等）を収集。

②調査結果概要（令和４年度実績）

・母船式捕鯨 調査実施個体数：ニタリクジラ187頭、イワシクジラ25頭
生物調査数： 27項目（耳垢栓収集、DNAサンプル収集等）

・基地式捕鯨 調査実施個体数：ミンククジラ58頭
生物調査数： 27項目（耳垢栓収集、DNAサンプル収集等）

③調査結果の活用

・ミンククジラ、ニタリクジラ、イワシクジラの捕獲可能量の算出。

・食性、栄養状態、生態系モデルの検討等

・国内外研究機関・大学等との共同研究を実施（東京海洋大学、北海道大学等）

・IWC等への情報提供による国際貢献等

（４）捕鯨業によって捕獲された鯨体の生物調査

捕鯨母船上での捕獲鯨体の生物調査
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①調査概要
・目視調査及び捕鯨業によって捕獲された鯨体生物調査を補完するため、我が

国海岸などに座礁・漂着したクジラから生物学的な試資料を収集することを目的
に実施。

・対象種はシロナガスクジラ、ナガスクジラ、イワシクジラ、ニタリクジラ、
ツノシマクジラ、ミンククジラ、ザトウクジラ、セミクジラ、ホッキョククジラ、
コククジラ、マッコウクジラ、ツチクジラ。

・収集データや標本は、鯨種、体長、性別、外形写真等形態情報、性状態
判定標本（生殖腺）、年齢形質（歯牙、耳垢栓、眼球など）、遺伝、汚染
及び同位体分析用組織（脂皮、筋肉、クジラヒゲなど）他として、鯨体の
損傷度合いに応じて可能な限り採集する。

②調査結果概要（令和４年実績）

・10件（ミンククジラ３件、ザトウクジラ３件、ニタリクジラ１件、他）

③調査結果の活用：

・捕獲枠設定に活用（時期、場所、生物情報、遺伝情報等)。

・希少種に関する生物情報は、本事業でないと入手できない貴重な知見
（他国からのニーズも大きい）。

（５）寄鯨調査

座礁鯨の生物調査

対象鯨種の例（IWC管理対象種を主）

ヒゲクジラ類

マッコウクジラ

ツチクジラ
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①調査概要
・1987/88年度に開始した鯨類捕獲調査の非致死的調査を継続。

・1980年代後半以降の大型ヒゲクジラ類の資源動向の把握を目的に実施。

・調査海域は日本が継続的に調査してきたIWCの南極海Ⅲ区からⅥ区までの海域。

②調査結果概要（令和４年度実績）
・総探索距離： 6,027浬

・主な発見鯨種： クロミンククジラ634頭、ナガスクジラ212頭、ザトウクジラ56頭、
シロナガスクジラ32頭、など

・その他の調査： バイオプシー皮膚標本89個体、衛星標識装着40個体、自然標識画像74個体、

③調査結果の活用

・目視、バイオプシー標本、画像等についてIWC科学委員会参加者
をはじめとする海外科学者との共同研究（実施中）。

・衛星標識によるクロミンククジラの繁殖海域の特定。
・ドローン等を活用した資源量推定値の精度向上
・調査結果は、IWC科学委員会をはじめとする国際機関へ報告。

④今後の調査計画

・複数年かけて南極海Ⅲ区からⅥ区までの海域を調査。

（６）南極海鯨類資源調査（JASS-A）

目視調査

南極海での調査海域（青色は実施海域）

ドローンによる鯨体調査
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